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令和３年 第１回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和３年１月２７日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和３年 第１回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農用地利用集積計画について 

日程第１０ 議案第 ４号 農用地利用配分計画について 

日程第１１ 議案第 ５号 非農地証明願について 

日程第１２ 議案第 ６号 空き家に付属する農地指定申請について 

 

１ 出席委員 （２４名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

    ５番 遊 佐  一 成 委員、  ６番 菅 原  勝 宏 委員、 

    ７番 岩 淵  敬 一 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

    ９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

   １１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

   １７番 佐々木  耕太郎 委員、 １８番 髙 橋  榮 一 委員、 

   １９番 岩 渕    弘 委員、 ２０番 三 浦    栄 委員、 

   ２１番 大 沢  純 香 委員、 ２２番 大 場  裕 之 委員、 

  ２３番 吉 田  優 俊 会長職務代理者、 

   ２４番 鈴 木  康 則 会長 
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２ 欠席委員  

   な し 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主幹兼係長  藤   広 実 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。 

 「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 現在、コロナが猛威を振るっておりますけれども、皆様には、すこやかに新年を迎え

られたことと存じます。また、コロナウイルスには十分に気をつけていただき、マスク

着用や、三密を避けるなどの対策を励行されまして、コロナウイルスに屈しないよう、

よろしくお願いいたします。 

 なお、今年もよろしくお願いいたします。 

 

議長 

 それでは、只今から、令和 ３年 第１回 

 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２４名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 なお、新型コロナウイルス感染症 予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 
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議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条の規定により 

 議席番号１３番 芳 賀 博 秋 委員、議席番号１４番 尾 形 陽 一 郎 委員の両名を

指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これに、ご異議ございません

か。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和３年１月１３日から令和３年１月２７日までに実施の事務事

業等の報告並びに、令和３年１月２８日から令和３年２月２４日までに予定している事

務事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告いたします。 

 第２区の番号１番について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、志波姫地区の田 １筆 ５２６㎡、盛土により排水不良を改善

し、耕作の利便性を向上させる旨の１案件を説明。 
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議長 

 次に、去る１月２２日、議席番号 ３番 熊谷 ゆり 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐々木 進 委員、及び 佐々木 貞一郎 委員が、現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、３番 熊谷 ゆり 委員から報告願います。 

 

３番 熊谷 ゆり 委員 

 報告第１号については、去る１月２２日、金曜日に４名にて現地確認を行いました。 

 １番については、盛土を実施し、排水不良を改善するものであり、今後も農地として

利用することから、特に問題ものと判断いたしましたので、報告いたします。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

 

議長 

 日程第５、報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告い

たします。 

 第１区の番号１番から１６番までの１６案件、第２区の番号１７番から１９番までの

３案件、第３区の番号２０番の１案件、併せて２０案件について、事務局から報告いた

します。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の田 ９筆 ９，２０６㎡、双方合意による基盤法

による賃貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、一迫地区の畑 １筆 ７１６㎡、双方合意による農地法第３条による賃

貸借権解約の１案件、 

 番号３番、番号４番は、関連案件で、一迫地区の田 ２筆 ５，９４３㎡、売買のた

めの農地中間管理事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号５番、番号６番は、関連案件で、一迫地区の田 ５筆 ４，０９９㎡、双方合意

による農地中間管理事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号７番、番号８番は、関連案件で、一迫地区の田 １筆 １，６０８㎡、及び畑 

１筆 ４０１㎡、合計 ２，００９㎡、双方合意による農地中間管理事業による賃貸借

権解約の２案件、 

 番号９番、番号１０番は、関連案件で、一迫地区の田 ４筆 ３，６９８㎡、双方合

意による農地中間管理事業による賃貸借権解約の２案件、 

 番号１１番、番号１２番は、関連案件で、一迫地区の田 ７筆 １４，９２０㎡、双

方合意による農地中間管理事業による賃貸借権解約の２案件、 
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 番号１３番は、瀬峰地区の田 ２７筆 ２３，８７４㎡、 

 番号１４番は、瀬峰地区の田 １０筆 １６，７７５㎡、いずれも、双方合意による

基盤法による賃貸借権解約の２案件、 

 番号１５番は、瀬峰地区の田 ２２筆 １９，８３４㎡、贈与のためによる基盤法に

よる賃貸借権解約の１案件 

 番号１６番は、瀬峰地区の田 １２筆 １９，０２９㎡、双方合意による農地中間管

理事業による賃貸借権の配分計画解約の１案件、 

 第２区の番号１７番は、若柳地区の畑 １筆 ６００㎡、双方合意による農地法第３

条による賃貸借権解約の１案件、 

 番号１８番は、若柳地区の田 １０筆 ７，３２５㎡、双方合意による基盤法による

賃貸借権解約の１案件 

 番号１９番は、金成地区の田 ２筆 ２，００１㎡、双方合意による農地法第３条に

よる賃貸借権解約の１案件、 

 第３区の番号２０番は、栗駒地区の田 １筆 １，３８５㎡、売買のための農地法第

３条による賃貸借権解約の１案件、 

 以上、２０案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第１区の番号１番から４番までの４案件、第２区の番号５番・６番の２案件、併せて

６案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の田 ３筆 ２１３㎡、双方合意による基盤法によ

る基盤法による使用貸借権解約の１案件、 

 番号２番、番号３番は、関連案件で、一迫地区の田 １筆 ３，４７３㎡、双方合意

による農地中間管理事業による使用貸借権解約の２案件、 

 番号４番は、瀬峰地区の畑 ３筆 ２，５０８㎡、双方合意による農地中間管理事業

による使用貸借権の配分計画解約の１案件、 

 第２区の番号５番は、若柳地区の田 ２筆 ２，００９㎡、新たな賃貸借権設定のた

めの農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 番号６番は、若柳地区の畑 １筆 ６９７㎡、贈与のための農地法第３条による使用

貸借権解約の１案件、 

 以上、６案件を説明報告。 
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議長 

 これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わりま

す。 

 

議長 

 日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

 はじめに、第１区の番号１番から１０番までの、１０案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ５筆 １，９１０㎡、相手方の要望による所有

権移転売買の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田 ２筆 １，３８２㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 ２筆 １，９５１㎡、いずれも、相手方の要望による賃

貸借権設定の２案件、 

 番号４番は、高清水地区の田 １筆 ９８０㎡、経営の合理化のための所有権移転売

買の１案件、 

 番号５番は、高清水地区の田 ５筆 １１，９３７㎡、経営規模拡大のための賃貸借

権設定の１案件、 

 番号６番は、高清水地区の田 ２９筆 ２１，３２５㎡、及び畑 ６筆 ３，１３５

㎡、合計 ２４，４６０㎡、経営継承のための使用貸借権設定の１案件、 

 番号７番は、一迫地区の田 ２筆 ３２３㎡、相手方の要望による所有権移転売買の

１案件、 

 番号８番は、一迫地区の田 ２筆 ６，０１９㎡、経営継承のための所有権移転贈与

の１案件、 

 番号９番は、一迫地区の田 ２筆 ５，７７０㎡、経営規模拡大のための賃貸借権設

定の１案件、 

 番号１０番は、瀬峰地区の田 ２２筆 １９，８３４㎡、経営継承のための所有権移

転贈与の１案件、 

 以上、１０案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る１月２１日、議席番号 ２０番 三浦 栄 委員、農地利用最適化推進委員の 

曽根 茂 委員、及び 及川 正一 委員が、現地確認調査を行っておりますので、その結

果の報告をお願いいたします。 

 それでは、２０番 三浦 栄 委員から報告願います。 
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２０番 三浦 栄 委員 

 ２０番の三浦です。 

 議案第１号については、去る１月２１日の木曜日に４名にて、書類審査及び現地確認

を行いました。 

 番号１番から１０番の詳細につきましては、ただ今事務局から説明があったとおりで

ございますが、主に労力不足による売買や贈与、それから親子間の経営移譲による贈与

となっておりまして、許可に当たっては、審査基準である全部効率利用要件や地域調和

要件を勘案しますと、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号１１番から１６番までの６案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１１番は、若柳地区の田 １筆 ９８０㎡、 

 番号１２番は、若柳地区の田 １筆 １８㎡、いずれも、相手方の要望による所有権

移転売買の２案件、うち、１２番は、市外居住者取得の案件につき詳細説明、 

 番号１３番は、若柳地区の田 ２筆 １，７０２㎡、経営規模拡大のための所有権移

転売買の１案件、 

 番号１４番は、若柳地区の田 ８筆 ３，８８２㎡、経営継承のための所有権移転贈

与の１案件、市外居住者取得の案件になるが、すでに市内の農地で農業を行っているこ

とと贈与者がこれまで実質的に耕作している土地となっているため、詳細説明省略、 

 番号１５番は、若柳地区の田 １筆 ３，８８６㎡、経営規模拡大のための賃貸借権

設定の１案件、 

 番号１６番は、若柳地区の田 ２０筆 １０，５４２㎡、経営継承のための使用貸借

権設定の１案件、 

 以上、６案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 進 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 進 推進委員 

 議案第１号については、去る１月２２日の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認

を行いました。 

 番号１１番、１２番につきましては、譲渡人の労力不足、１３番については、譲渡人

の要望による経営規模拡大、という中での所有権移転売買の案件でございます。 

 １４番については、農業後継者への贈与、ということで所有権移転贈与の案件、 

 １５番につきましては、譲渡人の労力不足のために賃貸借権設定の案件、 

 １６番につきましては、農業者年金の継続受給のための経営継承ということで、使用

貸借権設定の案件でございます。 

 以上、６案件につきまして検討した結果、許可に当たっては、いずれも、特に問題が

ないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  「はい」の声 

 

議長 

 １１番 三浦正勝委員 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦でございます。 

 ただ今説明いただいた中で、２２ページの１４番の案件について、栗原市内の属地で

農業委員会において審査するものと解しておりましたが、隣の岩手県の農地まで本農業

委員会で審査するものなのでしょうか、譲受人の住所も花泉で土地の所在も花泉となっ

ておりますことから、本来は一関市で審査すべきと思いますが、なぜ、本農業委員会で

審査しなければならないのか、理由をお知らせ願います。 

 

議長 

 事務局説明 
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事務局 

 この標記は底地の所在を表示しているもので、この場所につきましては、現在、ほ場

整備を実施中で、それに伴う県境変更がありまして、すでに栗原市内の農地となってお

ります。登記簿上は「栗原市花泉町」と表記されておりますが、本換地が令和４年とな

っており、その後所在の修正を行うこととなっていることから、底地の所在を表記して

おりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

議長 

 三浦委員、よろしいですか 

 

１１番 三浦 正勝 委員 

 この件は了解しますが、県境変更がなければ、本来は、一関市農業委員会で審議する

案件と解してよろしいか。 

 

議長 

 そのとおりです。 その他ございませんか 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号１７番から２４番までの、８案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１７番は、栗駒地区の田 １筆 １，３８５㎡、経営規模拡大のための

所有権移転売買の１案件、 

 番号１８番は、築館地区の田 １筆 １０，９４２㎡、及び栗駒地区の田 ５筆  

１６，３１９㎡、合計 ２７，２６１㎡、経営継承のための所有権移転贈与の１案件、 

 番号１９番は、栗駒地区の田 ３１筆 ３１，３４９㎡、 

 番号２０番は、栗駒地区の田 １０筆 ３，２１８㎡、 

 番号２１番は、栗駒地区の田 １筆 １，６３５㎡ 

 番号２２番は、栗駒地区の田 ３筆 ６，１８０㎡、 

 番号２３番は、栗駒地区の田 １筆 １，１４８㎡、いずれも、相手方の要望による

賃貸借権設定の５案件、 

 番号２４番は、栗駒地区の田 ３筆 ７，０６９㎡のうち ６，３４１㎡、経営規模

拡大のための使用貸借権設定の１案件、 

 以上、８案件の説明と許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、去る１月２２日、議席番号１６番 狩野 善典 委員、農地利用最適化推進委員

の 山田 善太郎 委員、及び 三浦 勇市 委員が、現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、三浦 勇市 推進委員から報告願います。 

 

三浦 勇市 推進委員 

 議案第１号については、去る１月２２日の金曜日に４名にて、書類審査を行いまし

た。 

 番号１７番は、労力不足による所有権移転売買でございます。１８番は、相続による

ものでございます。１９番から２４番までについては、主に労力不足による賃貸借権設

定と使用貸借権設定でございます。 

 以上、いずれも、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら２４番までの２４案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、 

番号１番から２４番までの２４案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしまし

た。 

  

議長 

 日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 
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 はじめに、第１区の番号１番から６番までの、６案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、所有権移転売買の案件で、築館地区の畑 １筆 ５３２㎡を業

務用地として転用し、隣接する寺の駐車場として造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当するが、既存の施設の２分の１以

内の拡張であるので、不許可の例外規定に該当する旨の１案件、 

 番号２番・３番は、同一事業で所有権移転売買の案件となっており、２番は、築館地

区の田 ２筆 １，０５４㎡、及び畑 １筆 ４１０㎡、合計 １，４６４㎡を業務用

地として転用し、経営する会社の資材置き場を造成するものであります。 

 番号３番は、築館地区の田 １筆 ８４６㎡、転用目的、事業内容、農地区分等につ

いては、番号２番と同一のため省略、 

 農地区分は、いずれも周囲を山林と原野に分断された生産性の低い小集団農地である

ので、第２種農地に該当する旨の２案件、 

 番号４番は、所有権移転売買の案件で、築館地区の田 １筆 ３，６６８㎡を業務用

地として転用し、事業用車両の駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、周囲を宅地、雑種地、２メートル以上の高低差に分断された生産性の低

い小集団農地であるので、第２種農地に該当する旨の１案件、 

 なお、本案件は転用面積が３，０００㎡を越えていますので、令和３年２月１７日に

開催される宮城県農業会議常設審議委員会において、意見聴取する案件となります。 

 番号５番は、所有権移転売買の案件で、高清水地区の畑 １筆 ７９㎡を住宅用地と

して転用し、宅道及び駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、周囲を宅地に囲まれた生産性の低い小集団農地であるので、第２種農地

に該当する旨の１案件、 

 番号６番は、所有権移転売買の案件で、高清水地区の畑 １筆 ４８８㎡を住宅用地

として転用し、一般個人住宅及び駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、周囲を宅地で分断された生産性の低い小集団農地であるので、第２種農

地に該当する旨の１案件、 

 以上、６案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、曽根 茂 推進委員から報告願います。 

 

曽根 茂 推進委員 

 議案第２号については、去る１月２１日の木曜日に４名にて、書類審査及び現地確認

を行いました。 
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 番号１番、２番、３番、４番につきましては、築館地区の所有権移転売買の案件で

す。詳細は、ただ今事務局から説明があったとおりであり、転用目的も議案書に記載の

とおりであります。申請書の内容を確認し、農用地からの除外手続きも既に完了してい

るということから、何も問題がないものと確認いたしました。 

 番５番、６番につきましては、高清水地区の所有権移転売買の案件です。この２案件

についても、農用地からの除外手続きも完了しておりますし、地域からも特に問題は発

生しておりません。転用目的等については、事務局から説明があったとおりでございま

す。いずれも、特に問題はなく、許可してよいものと判断してまいりました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号７番から９番までの、３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号７番は、所有権移転売買の案件で、志波姫地区の田 ２筆 ９６９㎡を

業務用地として転用し、経営する会社の駐車場及び資材置き場を造成するものです。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当するが、拡張面積が、既存敷地の

２分の１以内の拡張であるので、不許可の例外規定に該当する旨の１案件、 

 番号８番・９番は、同一事業でとなっており、番号８番は、所有権移転贈与の案件

で、志波姫地区の田 １筆 ２，４２６㎡、番号９番は、賃貸借権設定の案件で、志波

姫地区の田 ２筆 １，７２１㎡、合計 ４，１４７㎡を業務用地として転用し、コン

ビニエンスストアの店舗及び駐車場を造成するものであります。 

 農地区分は、いずれも、国道と市道により分断された生産性の低い小集団農地である

ので、第２種農地で取扱う旨の２案件、 

 なお、本案件は転用面積が３，０００㎡を越えていますので、令和３年２月１７日に

開催される宮城県農業会議常設審議委員会において、意見聴取する案件となります。 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 貞一郎 推進委員から報告願います。 

 

 

佐々木 貞一郎 推進委員 

 議案第２号、農地法５条の規定による３件の許可について、去る１月２２日の金曜日

に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号７番から９番について、詳細は、事務局が説明したとおりであり、慎重に検討し

た結果、３件の許可に当たっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号１０番の案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号１０番は、賃貸借権設定の案件で、鶯沢地区の畑 １筆 １，８９６㎡

のうち、６００㎡を借受け、業務用地として一時転用し、選挙のための仮設事務所の設

置と駐車場を整備するものであります。なお、一時転用であることから、農地への復元

が必須となっております。 

 農地区分は、宅地、山林等の農地以外の地目によって分断された生産性の低い小集団

農地であるので、第２種農地で取り扱う旨の１案件が、許可要件を満たしていることを

説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、１６番 狩野 善典 委員から報告願います。 
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１６番 狩野 善典 委員 

 議案第２号、農地法５条の許可申請について、去る１月２２日の金曜日に４名にて、

書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号１０番の詳細につきましては、事務局から説明があったとおりで、鶯沢総合支所

から西に５００㎡程度の場所でありまして、国道 457号に沿ったところでありました。 

 数年前までは自宅がありましたが、解体されておりまして、現在はさら地となってお

りました。隣接する場所には農地がなかったことから、許可に当たっては何ら問題がな

いものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番か

ら１０番までの１０案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番

号１番から１０番までの１０案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する

案件がありますので、はじめに、審議を行います。 

 第１区の番号４番の案件を審議いたします。 

 議席番号 １番 佐々木 栄夫 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時１８分）（１番 佐々木 栄夫 委員 退席） 
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議長 

 会議を再開します。（午後２時１８分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号４番は、築館地区の田 ２筆 ３，４２０㎡、新規の賃貸借権設定であ

る旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号４番の案件は、原案を

可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号４番の案件

は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

１番 佐々木 栄夫 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時１９分）（ 佐々木 栄夫 委員、着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時１９分） 

 次に、第１区の番号１５番から１７番までの３案件、及び番号２３番から２５番まで

の３案件、併せて、６案件を審議いたします。 

 議席番号 １７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願

います。 
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議長 

 暫時休憩いたします。（午後２時２０分）（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２０分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１５番は、高清水地区の田 ２筆 ４，３５９㎡、 

 番号１６番は、高清水地区の田 １筆 ９，９５６㎡、 

 番号１７番は、高清水地区の田 ２筆 ５，９６７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の３案件、 

 番号２３番は、高清水地区の田 ４筆 ９６５㎡、 

 番号２４番は、高清水地区の田 １４筆 ７，０１４．７０㎡、 

 番号２５番は、高清水地区の田 １筆 １，７１５㎡、いずれも、新規の使用貸借権

設定である旨の３案件、以上、６案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１５番から１７番まで

の３案件、及び番号２３番から２５番までの３案件、併せて６案件は、原案を可とする

ことに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１５番から 

１７番までの３案件、及び番号２３番から２５番までの３案件、併せて６案件は、原案

を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号

１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２１分）（佐々木 耕太郎 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２２分） 

 次に、第２区の番号８７番から９３番までの、７案件を審議いたします。 

 議席番号 ４番 佐々木 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２２分）（ ４番 佐々木 弘 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２３分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号８７番は、志波姫地区の田 ５筆 ８，３３８㎡、 

 番号８８番は、志波姫地区の田 ２０筆 ３０，０７０㎡、 

 番号８９番は、志波姫地区の田 １３筆 １２，２９０㎡、 

 番号９０番は、志波姫地区の田 ３筆 ３，５７１㎡、 

 番号９１番は、志波姫地区の田 ７筆 １２，０２８㎡、 

 番号９２番は、志波姫地区の田 ７筆 ７，４８３㎡、 

 番号９３番は、志波姫地区の田 １筆 ３９７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の７案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 れでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号８７番から９３番まで

の、７案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号８７番から 

９３番までの、７案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

４番 佐々木 弘 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２４分）（ 佐々木 弘 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２４分） 

 次に、第３区の番号１１８番・１１９番の２案件を審議いたします。 

 議席番号６番 菅原 勝宏 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２４分）（ ６番 菅原 勝宏 委員 退席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２４分） 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１１８番は、栗駒地区の田 ６筆 ３，９８３㎡、 

 番号１１９番は、栗駒地区の田 ３筆 ３，９４９㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
  

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１１８番・１１９番の

２案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１１８番・ 

１１９番の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号 

６番 菅原 勝宏 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２５分）（ 菅原 勝宏 委員 着席） 

 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２６分） 

 次に、第１区の番号１番から３番までの３案件、番号５番から１４番までの１０案

件、番号１８番から２２番までの５案件、及び番号２６番から３４番までの９案件、 

合わせて、２７案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田 ４筆 ８，８２７㎡、 

 番号２番は、築館地区の田 １筆 ７，９１２㎡、 

 番号３番は、築館地区の田 １筆 ７，２０８㎡、 

 番号５番は、築館地区の田 ２筆 ４，７８３㎡、 

 番号６番は、築館地区の田 ２筆 ９，３３８㎡、 

 番号７番は、築館地区の田 ５筆 ６，２２５㎡ 

 番号８番は、築館地区の田 ３筆 ７，０２６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の７案件、 

 番号９番は、築館地区の田 ５筆 ５，８８７㎡、 

 番号１０番は、築館地区の田 ７筆 １２，７８０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の２案件、 

 番号１１番は、高清水地区の田 ２筆 １，０３７㎡、 

 番号１２番は、高清水地区の田 ２筆 １，２０２㎡、 

 番号１３番は、高清水地区の田 ４筆 ３，２５０㎡、 

 番号１４番は、高清水地区の田 ３筆 ２，０４２㎡、いずれも、所有権移転売買で

ある旨の４案件、 

 番号１８番は、高清水地区の田 １筆 ２，０４６㎡、 
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 番号１９番は、高清水地区の田 ６筆 １０，８１２㎡、 

 番号２０番は、高清水地区の田 １筆 ５７１㎡、 

 番号２１番は、高清水地区の田 ３筆 １５，７９２㎡、 

 番号２２番は、高清水地区の田 １５筆 ３７，６０４㎡、いずれも、更新の賃貸借

権設定である旨の５案件、 

 番号２６番は、一迫地区の田 ２筆 ５，４０９㎡、 

 番号２７番は、一迫地区の田 ９筆 ９，２７５㎡、 

 番号２８番は、一迫地区の田 ２１筆 ２１，３０１㎡、いずれも、新規の賃貸借権

設定である旨の３案件、 

 番号２９番は、一迫地区の田 ４筆 ２，０２３㎡、新規の使用貸借権設定である旨

の１案件、 

 番号３０番は、瀬峰地区の田 ２筆 ６，８７７㎡、 

 番号３１番は、瀬峰地区の田 １５筆 ３３，４１２㎡、及び畑 ２筆 ６８４．７８

㎡、合計 ３４，０９６.７８㎡、 

 番号３２番は、瀬峰地区の田 ２２筆 ２４，６８２㎡、 

 番号３３番は、瀬峰地区の田 ２筆 ７，９５６㎡、 

 番号３４番は、瀬峰地区の田 ３筆 １，０８８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の５案件、 

 以上、２７案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３５番から８６番までの５２案件、及び、番号９４番から１０９

番までの１６案件、合わせて、６８案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３５番は、若柳地区の田 １筆 ３９４㎡、所有権移転売買である旨の

１案件、 

 番号３６番は、若柳地区の田 ６筆 ３，２５０㎡、 

 番号３７番は、若柳地区の田 １１筆 ５，１７８㎡、 

 番号３８番は、若柳地区の田 １筆 ３０４㎡、 
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 番号３９番は、若柳地区の田 ２筆 ２，００９㎡、 

 番号４０番は、若柳地区の田 ２筆 １，１９６㎡、 

 番号４１番は、若柳地区の田 ２２筆 １４，１５７㎡、 

 番号４２番は、若柳地区の田 ９筆 ７，８４７㎡、 

 番号４３番は、若柳地区の田 ７筆 ６，５３９㎡、 

 番号４４番は、若柳地区の田 ２１筆 １６，６４９㎡、畑 ２筆 ４５５㎡、及び

志波姫地区の田 ６筆 ４，５４２㎡、合計 ２１，６４６㎡、 

 番号４５番は、若柳地区の田 ２筆 ２，０４０㎡、及び、志波姫地区の田 ２筆 

７７９㎡、合計 ２，８１９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定である旨の１０案件、 

 番号４６番は、若柳地区の田 １３筆 １７，４０２㎡、新規及び更新の賃貸借権設

定である旨の１案件、 

 番号４７番は、若柳地区の田 ３筆 １，５６１㎡、 

 番号４８番は、若柳地区の田 ３筆 ２，１３４㎡、 

 番号４９番は、若柳地区の田 ６筆 ３，６４１㎡、 

 番号５０番は、若柳地区の田 ８筆 ７，１４４㎡、 

 番号５１番は、若柳地区の田 ５筆 ７，３５６㎡、及び畑 １筆 １，０４６㎡、

合計 ８，４０２㎡、 

 番号５２番は、若柳地区の田 ８筆 ７，６３９㎡、 

 番号５３番は、若柳地区の田 １筆 ３，３２７㎡、 

 番号５４番は、若柳地区の田 ３筆 ３，７０５㎡、 

 番号５５番は、若柳地区の田 ５筆 ３，１１１㎡、 

 番号５６番は、若柳地区の田 １１筆 ６，１６８㎡、 

 番号５７番は、若柳地区の田 ８筆 ４，３０９㎡、 

 番号５８番は、若柳地区の田 １７筆 １２，３０５㎡、 

 番号５９番は、若柳地区の田 ３筆 ３，０６５㎡、 

 番号６０番は、若柳地区の田 ５筆 ９，１５９㎡、 

 番号６１番は、若柳地区の田 ４筆 ３，１０７㎡、 

 番号６２番は、若柳地区の田 ２筆 ３，２２２㎡、 

 番号６３番は、若柳地区の田 ３０筆 ２７，４４６㎡、及び志波姫地区の田 ２筆 

１，６３２㎡、合計 ２９，０７８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の１７

案件、 

 番号６４番は、金成地区の田 １筆 １，０３１㎡、所有権移転売買である旨の１案

件、 

 番号６５番は、金成地区の田 ２筆 ４，１４５㎡、 

 番号６６番は、金成地区の田 １５筆 ９，４００㎡、 

 番号６７番は、金成地区の田 ９筆 １０，３６９㎡、 

 番号６８番は、金成地区の田 ３筆 ３，０１８㎡、 

 番号６９番は、金成地区の田 ４筆 ５，２８４㎡、 
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 番号７０番は、金成地区の田 １筆 ３，２３６㎡、 

 番号７１番は、金成地区の田 ６筆 ４，５５２㎡、 

 番号７２番は、金成地区の田 １筆 ５，６３０㎡、 

 番号７３番は、金成地区の田 ２筆 ２，００１㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定

である旨の９案件、 

 番号７４番は、金成地区の田 １筆 ６，２００㎡、 

 番号７５番は、金成地区の田 ２筆 １０，０３０㎡、 

 番号７６番は、金成地区の田 ９筆 １１，６２３㎡、 

 番号７７番は、金成地区の田 １筆 ９，９８０㎡、 

 番号７８番は、金成地区の田 １筆 ５，０００㎡、 

 番号７９番は、金成地区の田 １筆 ６，０１９㎡、 

 番号８０番は、金成地区の田 ２筆 ２，０６８㎡、 

 番号８１番は、金成地区の田 １５筆 １０，５２０㎡、 

 番号８２番は、金成地区の田 ３筆 ２，１６３㎡、 

 番号８３番は、金成地区の田 ２筆 ３，６９６㎡、 

 番号８４番は、金成地区の田 １筆 １０，８１４㎡、 

 番号８５番は、金成地区の田 １筆 ６，２００㎡、 

 番号８６番は、金成地区の田 １４筆 １３，５５０㎡、いずれも、更新の賃貸借権

設定である旨の１３案件、 

 番号９４番は、志波姫地区の田 ３筆 ７，４４１㎡、 

 番号９５番は、志波姫地区の田 ３筆 １０，９９１㎡、 

 番号９６番は、志波姫地区の田 １筆 ６４１㎡、 

 番号９７番は、志波姫地区の田 ７筆 ６，３１０㎡、 

 番号９８番は、志波姫地区の田 ３筆 ３，２０１㎡、 

 番号９９番は、志波姫地区の田 ３筆 ５，９８５㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の６案件、 

 番号１００番は、志波姫地区の田 ３筆 ２，９４０㎡、 

 番号１０１番は、志波姫地区の田 ８筆 １０，２６６㎡、 

 番号１０２番は、志波姫地区の田 １９筆 １４，３９５㎡、 

 番号１０３番は、志波姫地区の田 ４筆 ４，１１８㎡、 

 番号１０４番は、志波姫地区の田 ４筆 ５，５４５㎡、 

 番号１０５番は、志波姫地区の田 ４筆 １５，９５１㎡、 

 番号１０６番は、志波姫地区の田 ２筆 １０，１９５㎡、 

 番号１０７番は、志波姫地区の田 ３筆 ５，０２７㎡、 

 番号１０８番は、志波姫地区の田 ２７筆 ３３，２４４㎡、 

 番号１０９番は、志波姫地区の田 １筆 １，８８６㎡、いずれも、更新の賃貸借権

設定である旨の１０案件、 

 以上、６８案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号１１０番から１１７番までの８案件、及び、番号１２０番から 

１３６番までの１７案件、合わせて、２５案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１１０番は、栗駒地区の田 ２筆 ７４６㎡、所有権移転売買である旨

の１案件、 

 番号１１１番は、栗駒地区の田 ３筆 ４，５２５㎡、 

 番号１１２番は、栗駒地区の田 ４筆 ３，２０５㎡、 

 番号１１３番は、栗駒地区の田 ８筆 １６，７９７㎡、 

 番号１１４番は、栗駒地区の田 ３筆 ９，０３３㎡、 

 番号１１５番は、栗駒地区の田 ４筆 ４，５６５㎡、及び、鶯沢地区の田 ２筆 

４，８３５㎡、合計 ９，４００㎡、 

 番号１１６番は、栗駒地区の田 ２筆 １，２５０㎡、及び、鶯沢地区の田 １筆 

１，２０１㎡、合計 ２，４５１㎡、 

 番号１１７番は、栗駒地区の田 １筆 １，６１９㎡、 

 番号１２０番は、栗駒地区の田 ６筆 ５，１７０㎡、 

 番号１２１番は、栗駒地区の田 １２筆 １４，０１７㎡、 

 番号１２２番は、栗駒地区の田 ３筆 ４，３４６㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の１０案件、 

 番号１２３番は、鶯沢地区の田 ６筆 １０，６４６㎡、 

 番号１２４番は、鶯沢地区の田 １筆 ２，０５８㎡、 

 番号１２５番は、鶯沢地区の田 １０筆 １３，１９６㎡、 

 番号１２６番は、鶯沢地区の田 ６筆 ９，７１８㎡、 

 番号１２７番は、鶯沢地区の田 １筆 １，４６４㎡、 

 番号１２８番は、鶯沢地区の田 １２筆 １７，７１９㎡、 

 番号１２９番は、鶯沢地区の田 ９筆 １１，０４９㎡、 

 番号１３０番は、鶯沢地区の田 ３筆 ５，１２６㎡、いずれも、新規の賃貸借権設

定である旨の８案件、 

 番号１３１番は、鶯沢地区の田 １３筆 ７，０４２㎡、 
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 番号１３２番は、鶯沢地区の田 ５筆 ７，７７２㎡、 

 番号１３３番は、鶯沢地区の田 ２筆 ２，０８５㎡、 

 番号１３４番は、鶯沢地区の田 ７筆 ３，６５６㎡、 

 番号１３５番は、鶯沢地区の田 ８筆 １０，２２１㎡、いずれも、更新の賃貸借権

設定である旨の５案件、 

 番号１３６番は、鶯沢地区の田 １筆 ２，８６４㎡、新規の使用貸借権設定である

旨の１案件、 

 以上、１０案件を説明。 

  

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から３番までの３

案件、番号５番から１４番までの１０案件、番号１８番から２２番までの５案件、番号

２６番から８６番までの６１案件、番号９４番から１１７番までの２４案件、及び、番

号１２０番から１３６番までの１７案件、合わせて１２０案件については、原案を可と

することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から３番

までの３案件、番号５番から１４番までの１０案件、番号１８番から２２番までの５案

件、番号２６番から８６番までの６１案件、番号９４番から１１７番までの２４案件、

及び番号１２０番から１３６番までの１７案件、合わせて１２０案件については、原案

を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 会議開始から１時間以上が経過しましたので、ここで、午後２時５０分まで、休憩とい

たします。 

 

休憩：午後２時３４分から２時５０分まで 
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議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時５０分） 

 日程第１０、議案第４号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、すべて宮城県農地中間管理機構となります。 

 第１区の番号１番は、瀬峰地区の田 １２筆 １９，０２９㎡、農地中間管理事業に

よる新規の賃貸借権設定である旨の１案件 

 番号２番は、瀬峰地区の畑 ３筆 ２，５０８㎡、農地中間管理事業による新規の使

用貸借権設定である旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番の２案件

は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

  

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番

の２案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知します。 

 

議長 

 日程第１１、議案第５号 非農地証明願について、を議題とします。 

 第１区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の畑 １筆 ４６１㎡、願出地は、昭和４６年頃に隣接

地に居宅を建築した所有者へ貸し出し、宅道及び物置の敷地として使用され、現在に至

るものであり、農地への復元が困難であることから、宅地への地目変更を願い出た旨の

１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、及川 正一 推進委員から報告願います。 

 

及川 正一 推進委員 

 議案第５号については、去る１月２１日の木曜日に４名にて、書類審査及び現地確認

を行いました。 

 番号１番の案件の詳細については、事務局が説明したとおりでございますが、現地を

確認しますと、隣接地は畑として利用されておりましたが、願出地は昭和４６年ごろに

居宅を建築した所有者に貸し出し、車道及び物置、パイプハウス、車庫等に利用され、

現在に至っているものでございます。畑地への原状回復は非常に困難なものと見受けら

れます。許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番の案件は、原案のとおり

承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１１、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番の案件は、原

案のとおり、承認することに決定いたしました。 
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議長 

 日程第１２、議案第６号 空き家に付属する農地指定申請について、を議題といたし

ます。 

 第２区の番号１番の案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、志波姫地区の畑 １筆 ５２１㎡、 

 申請地は、栗原市空き家情報登録制度に登録されている物件と所有者が同一物件とな

っているため、申請するものであり、空き家を取得する者が農地部分を含めて購入する

ことを可能とするための指定申請である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、３番 熊谷 ゆり 委員から報告願います。 

 

３番 熊谷 ゆり 委員 

 議案第６号については、去る１月２２日の金曜日に４名にて、書類審査及び現地確認

を行いました。 

 番号１番については、申請人が取得した空き家に付属した農地であり、今回の申請に

あたっては、特に問題がないものと判断いたしました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。 

 質疑ございませんか。 
 

  ―｢質疑なし｣の声― 
 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第６号、空き家に付属する農地指定申請についての、番号１番の案件

は、原案のとおり指定することに、ご異議ございませんか。 
 

  ―「異議なし」の声― 
 

議長 

 ご異議なしと認めます。 
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議長 

 よって、日程第１２、議案第６号、空き家に付属する農地指定申請についての、番号

１番の案件は、原案のとおり指定することに決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

これで、令和３年 第１回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

議長（会長） 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ３時 ０１分 閉会 ＞ 
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